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一一一段近のおもな動き一一

！付印法人「アジア経済研究所」は去る 7月lHをもっ

てその組織を改め，新たに特妹法人として再発足した。

以下，ヰ.'i:殊法人化fこ至ゐ経緯：念館l単に説明ずる。

J アジア経済研究所法（Hr｛稿135年法律~151号〉成立ま

での経過

(1) 5者会談

特殊法人化の問題は「財団法人アジア経済研究所，｜設

立（附平11:i汚年12月19日）以来的懸案であったが，：M年5

月8日，いわゆる 5者会談〈岸総理大｜宣・高硝通産大医・

藤山外務大臣・小林翌日事長・ M抑l!J!i！事〉で次期通常同会

をrn途に特殊法人とすること？こ意見の一致たみた。

(2) アジア鮮．済研究所法案の閉会弛lt.1・ 

この方主｜に~づき研究所は泊旅省と税按に述絡し法楽

起草の踏常備に努めてきたが，一方政府も本年2月261:1

(/)P,41織においてこの法案の国会提川合決定し，摂27日次

の3点の側議了解に達した白

肘） アジア経済研究所の調設研究機関としての特殊

七tt：.かんがみ， §i:f.督規定の迎加に当たっては，弾力そ

の自主的かつ*.JJネ的関班活動を助成するよう努めるも

のとする。

（ロ） アツア経済研究所の会長を任免する場合には，

illi~：大阪はあらかじめ閣議の了解を1!J.・るものとするο

付 アジア地域の経済およびこれに｜刻辿する諸準備

の調査研究に閲しては，今後類似の機闘を設けないこ

ととする。

(3) アクア縦済研究所法の成立

3月111 アジア経済研究所法楽はtl~：-34通常国会に付税

され，然。犠院では3月151=!，参級院では3月31日いずれ

もj原案通り可決された。同法案の提案理由の竹子は「わ

が問におけるアジア経済研究の中心機関として長j倒的な

調市研究体制を確立し，その内科をさらに拡充強化する

ため従来・の財団法人としての同研究所定発民的に解消

し，政府が強力にこれ党援助する体lUIJを整えるkともに，

RIHJのl品質念も認め，政府のJK，：’置する特殊法人とする.Jこ

とにあった。なおアジア経済研究所法は4月 i日公布，

nu日施行された。

(4) 刷会審議で明らかになった要点

い） アジア経済研究所はその目的の範間内において

アフリカ・中南米諸国も調if.対象地域とする。

（ロ） 院特官trは通産符とするが，外務省その他の関

係各省の職目もアジア鮮．済研究所の「参与会」に参画

し．相互に協力して目的達成に努める（ 3月11円，衆

焼院商工委口会・外務委民会迎合得脊会での原凶政府

委員の符1n。

付他の翼民似の研究機聞とも緊街に辿紡し，たがい

に問先研究が需践しないようにする（ 3月 1日，衆椴

！院商工委員会での松尾政府委員の答弁）。

（的付帯決議（昭和351f・・3月：n日，参議院商工委員会）

政府はアジア経済研究所内実施するiM外経済帯滑の基

礎的かっ総合的な調査研究の市弾性にかんがみ，本法の

施行に当たっては次の諸点に倒践すべきである。

{-1) 研究所の組常に際しては，わが附の当而iする貿

必の拡張および経済協力の推進に芭桜寄与し，同の要

部・にこたえうるよう措慨すること。

（吟研究所はアジア地域はもとよりわが闘の貿易お

よび経済協力に密接な関連安有し，かついまだ調査研

究の十分に行なわれていない中南米・アフリカなどの

出・~:ii怖についても，遅滞なく適切なる調育研究を行な

うことe

付研究所を充実させるため今後と 4）十分な予算措

i院をrr/liずるとともに， L~lln資金受多常に噂入しうるよ

う配慮すること。

(6) l湖係政省令の成立

アヲア疑済研究所法に引き就いてつぎの政省令が公冶1・

されている。

今アクア経済研究所笠記令（昭手IJ3持政令第98Jめ

令アヲア経済研究所節目条卸2・勾・の教育公務員の範囲

を定める政令 (I昭和35:午政令錦99号〉

。ア :;iア経済研究所法施行規JIil（昭和35年通向臨：業省

令第46・号・〉

。アヲア経済研究所の財務および会iH・に附する省令

（昭和3fi年通尚．産業省令部・47号）

II アジア経済研究所成立から股立までの経過

(1）節 1lfil設立委員会

ア~ア経済研究所法公布から新法人設立までの経過

は，アジア経済研究所法付！Ill!と定める手続きに従ってす・

すめられた。 5月5Fl，下記のアジア経済研究所設立委

貝が通産大L立によって任命され，研究所設立に関する重
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要事項〈アジア経済研究庁ば吉款，出資金募集要領など〉

＊決定するため5月17日，円本；I：業倶楽部において鮪 1

阿の設立委閉会が開催された。（50音順，敬称略）

〈日本自＇ij・r：会議所会期〉足立11:. （鮮．済問休迎合会会

長－）石l反Ii{;三，（大就が務次官〉折田j}:, （日本貿易会

会長）稲国平太郎， 〈日本エカフェ協会会長〉楠村甲

午郎， 〈文部事務次官〉緒方信一， （経済企画事務次

官〉小出栄一， 〈財団法人アジア経済研究所会長〉小

林中， <-llt界経済調査会会長・）沢田節蔵． 〈日本貿易

撮興会会長）杉逝!VJ,（法制局次長〉高辻E巴，（通商

産業事務次官）徳永久次，〈法拐事務次官〉馬場義続，

（全国銀行協会会長〉頻i武芳， （問民経済研究協会会

長）訟本市治． （外務事務次官） 111問久就， （日本学

術会議会長〉羽I述消失， （農林事務次官〉渡部ffi.良。

(2) 設立=r，続きおよび日程

知 1 回設立委員会に~I続いてとられた諸手続きはつぎ

の通りである。なお別途に5月13日付けで， 7：，＞ア経済

研究所の会長となるべき4）のとして小林中，所長となる

べをものとして東畑精一，監事となるべきものとして植

村伊午郎が通産大臣より指名されており，新法人成立の

日？とそれぞれ全県・所長・監事となった。

5月1.8日（水〉 定款問、可申摘。

5月20臼（金） 定激闘可。

5月25日（水〉 第 4回定時理事会，財団法人アジア経

済研究所解散決様。

5月26日（木） 政府以外のふのに対する出資金募集，

期間は6月15Hまで。

5月27目（金） 郷 3悶定時評織員会，財日1法人の解散

に同意。

6月6問（月〉 財団法人のflj(.散臨可申制。

6月17日（金〉 アジア経済研究所股立認可申摘。

6月22日（ぷ） 設立認可。 M椴総可。財団法人から設

立長・員へJr｛同法人のいっさいの権利義務を滋継

すべき旨の申出，設立委員から前記の権利義務

の京継の認可申結。

6月23日（木） 添継認可。

6月27日（月）館2回設立議員会（設立経過報告な

ど）。出資金払い込み完了。殿立委員から会・民と

なるべきものへ事務の引継ぎ。

7月1日（金） アジア経済研究所股立登記。財団法人

解散廷記。特殊法人として「アジア経済研究所」

正式に発足。

（功新法人の発足
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以上にみた治久特殊法人としてのアジア経済研究所

は7月1日に発足したが，財団法人からそのいっさいの

権利義政を引継いでおり，当面の業務，人員の面では絡

別の変化はないが，今後は特殊法人としての安定した基

礎に立っていっそう有為の人材の混成と業務内容の充実

が期待されている。

m $ .業

(1) 34年度の調査研究活動

。進捗状況

昭務134年度の調査事業は，所外研究者－の協力を得て，

研究委員会20，特別研究10および個人研究19のテーマ

についてそれぞれ調査研究する一方，所内部員による

地域研究をすすめてきた。後者の成果の一部は本誌に

逐~発表されている。前者についてはそれぞれ報告書

原稿が完成に近づいており，今後「調査研究報告双書j

あるいは「調査研究シリーズjとして公刊が予定され

ている。

今現地調査の実施

調査研究活動の一環として， 34年度においては12の

研究委員会から現地調賓のため26名の委員会メンバー

を東南ァpァ12カ問に派遣した。現地調査日数は60～

75日闘で，派遣時期はピルマを除き34年2月から5月

の問であったく別表参照）。ピルマめ経済開発について

の現地調査班は， 7月初め出発し9月帰国の予定であ

る。これら現地調査の成果はそれぞれその所属する研

究委員会報告訴の一部として発表される予定である占

．海外派遣員の派遣

現地で調査研究生活の体験をもち，現地籍資料を駆

使できる地域研究者の育成のため， 34年度において16

名の海外派遣員を1～2年聞にわたり12カ閣に派遣す

ることとなった。派ill:聞はインド，アラブ連合，レバ

ノン，マラヤ・シンガポール，インドネシア，積~.

凶ドイツ，パキスタン，フィリピン，オーストラリア，

タイ， ピルマの12カ閣である。インドネシア 2名を除

き，いずれもすでに現地で活動中である（別表参照）。

(2) 35年度の調査研究楳題

35年度・の調査研究繰題の設定については，前年度の経

験に徴し，学界・財界その他を対象とするアンケート結

果を参考とし，研究所の基本的な研究体制の確立との関

連において目下検討中であるが，その骨子は，研究対象地

域としてはアジア中近東だけでなくアフリカおよび中南

米崎地域にも範聞を広め，これらの地域の社会経済構造

を明らかならしめるための基礎的問査研究に重点をおく
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こと止なったこと，左くに35年度の重要課題としては，

アジアの経済開発計画とその実施状況および問題点に重

点をおくこととなり，これに関連する基礎資料の整理分

析ならびにー・速の経前政策に関迎する結線題の組織的宮I・

画的調査を実施することになったことなどである。

地下2階に新設したマイクロ施設は，撮影機などの

揃え千jけも終わり，準備ができしだい新聞のマイクロ

化に着手する予定である。

今レファレンス

(3) 資料事業前励

。資料の収集整理

l昭和33年度に継続して説地の資料を収集し，あわせ

て現地よりの資料収集ル～トを雛立するため， 2月中

旬より 4月中旬にかけてインドへ1名， 3月中旬より

5月下旬にかけてフィリピン・マラヤに i名，タイ・

ヴェトナム・カンボジアへ l名を派遣した。その成果

は前年度のように大規模ではないが逐次研究所に到茄－

しつつある。今h!lは購入のほか，これら諸国の大学研

究所と資料交換についてもその端緒を聞きうる見通し

がつきつつある。機関誌創刊号・に掲載した f外関雑誌

記事猿引Jは， 「資料月報』と同じように月刊の速報

とL，独立して近く刊行する。なお本年1月末までに

整型した所放凶；）約4500HUを収録した『波書目録』（年

刊〉も近く刊行の運びとなる。

対象地域に関する経済法関係資料，世界各国の低開

発問に対する投資の現状など対象地域の経済事情に関

するレフプレンスをうけており，今後も増加が見込ま

れるので，レフ yレンス体制の整備強化をはかるため

本年度は聡員4名をこれに当てた。当面は岡事・雑誌

・新聞・パンフレットを含むレファレンス用目録の整

備L 資料提供の純固でのレファレンス・サーピスを

行なう。

~総合日録編さん1Ji：業

昭和34年度に行なった総合目録絹さん予備調査の結

果，現ii:日本の主要機関に所蔵されている資料は，東

南アヲア 7万点，中近東2万点，現代中岡18万点であ

った。これら膨大な資料は，本年度以降5カ年計画で

東南アクア，中近東，現代中i舗の総令目録を縞集する

こととし，本年度には東南アツアおよび中近東の資料

9万点のうち4万点の採録制5震を行なう予定である。

昭和 34年度現地実態調査員一覧表

五函Z「’瓦一一一一 ι一－「~ot-M引・←；－·-r.n···－－~－~·T,·ご

「五日すi下んぶん扇子「ー一一一｜
助川 宏 E 行政側Ii'統計器削 11 2. 16～ 4.15 ！インド

｜北 山 直 樹 ｜ 総JIil府統計州l同持統A間！｝ ！ 
｜伊藤 広 一 ｜ 行政管制T統計成制高 I』3.15 ~ 5 .'~6 ヴェトナム・タイ・カンボジア

統 ・詩1- I阪 FTl 点日｜アジア経済研究所 !J l 
i安融 史 l棚企両庁同氏側郎 J a.10～ 5. l:l ;lマラヤ・シンガポール・

｜窓禁 5里Iラ：：：：~~；，統計必 I ~Jg ～；認 iJ ピン喬港タイ インル
宮本 主｜蹴省通商品調m I a.10ごS:20 IJア・琉球

一一ー！下両日了日必；；；－一一－r-3~τ6.···;-·j；一－
｜村井俊雄｜腿応大学助殺佼 : 3. 8～4. 2 I~ インド

資 本｜弘田嘉男｜三灘折研究所 I¥ 11 
｜ 松室徹夫 l~3R?f.L!l都Jh't役 )) 3. 6～ s.11 Iフィリピン － 一

｜楠問 ii・. ＼労働省山側 I 3.14～5. 9 11フィリピン
I JII m 侃 I 鍍京大学助教段 I 3.14～s.11 IJ .., 

労 働｜井上限丸： I尚氏経済研究協会組・Ji I ~· 3～5.17 Jl 
｜断 学｜ 総im，白紙川高級会 I 3. 6～ 5.2泡｜｝パキスタン

i 古乏正問－！…竺~－~＇空竺：.. _I __ ::._~_ ~:.!.:. __ y＿ 一一一『－－ . -・. d ・・・ー

｜石神 力｜脚『側 h k 
I I I> 3. 3～ s.20 n 
｜内問俊春｜ ' 傘附室 IJ 11 

技 術｜田中 茂｜水利科学問所 !' 2.26～s. 2 nインド
。 ｜八谷金太郎｜ 7;)7経済研究Ji' I 2.15～4.16 !J 

I}日 発｜斎藤ー失｜雌銀総統悶際説 日7 7 9.17 ピJレマ（目下渡航中）
l田村 茂｜腿応大学助手 M ・ ～ I 
' －－一ーー一ーーーー一一一一ーー ーー・4・町F一一ーーーーー ーーー一ー『ー 『ー＿＿，＿ーーーー－－ －・・－・－－＇－ー・－ーー－－ －－ーー一一一一一一・ー
｜藤氏 治実｜ 日本側棋王来辿合会 ll 十

｜貿 易｜前回 彰 l日本給似銀行総務泌 リ2.13～ 4.1什インド

13 t 
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昭和 34～35年度海外派遣員一覧表

一所属． 民名 戸Eス五~「T一．．←一亙一帽． 絡 先 一『｜研完一混一瓦

内ア絞椛自i宛術畏谷111巣彦！ヂ.，＿大学．ヂ •J-· 戸孟ζ石示血山＇s恥凶．加hi,Jndi’ 
l ;t；す；.＊ブ．エコ； Telegram"Maiden、” Pho目E勾091,Nine lines jる財政的鰭条件

アUア経済研究所間部 井！インド統計研究~ c/o Gu側目。凶e,Indian Statistical Institute, 203, Iインドにおける経済発展
（所 : Barrackpore, Trunk Road, Calcutta, 35, India. ！と労使関係

アジア絡波研究所山口博一iボンベイ大学 ! c/o Consulat菅－Generalof Japan, Kashmir House, Iインドの経済発展におけ
: 19 Napean R伺 d,Malabar Hill, Bombay 6, India. Iる社公的鰭条件

経制・海外純労ll!』訓l沢雅一iカラテ大学付属： c/o Mrs. Safia Arif Hu知 in“O, Dr. Tharanee Iパキスタンの経済発展を
！研究所 ! Road, Jamshed Road No. 2, Karachi, Pakistan. Jめぐる諸問題について

.蒸t'.合併究所 滝川 勉 jフィリピン大学 lRoom 30, Admiral Apts., Dewey noulevard, ／フ 4 リビンの綬iii発援と土地制
i付属研究所 J Manila, Philippin四． ｜仰の腿巡叫する研究

東京大主宰害事父開 寛 治 1チュラロンコー ic/o Y. M. C. A.，幻， Sathorn Roacl, Bangkok, ) , -iおよび-mi輔7!.'7鎗鼠総涜
化研究所助手 ｜ン大学 ! Tha伽＆ ｜開発の岬政治学的務先

Ii!広大学大学際 大 西 昭！ラングーン大学 c/oEmbassy of Japan, No. 39 Golden Valley lピルマの開発計画と経済
I I Ra叩 帆 Burma. 'i成長の諸問題

アジア繕B刊f先所長井信一－！マラヤ大学 I Room 111 Raffles Hall, The University of Malaya lマラヤにおける経済発展
I I in Singapore, Singapore. ！と政府機構

アジア経済lilf兜,rr米国公丸！インドネシ7大学付； c/oEmbassy of Japan, 30 Djalan Iman恥ndjol,Iインドネシアの経済発展
1似従前社会紙蛾i ¥ Djaltarta, lndoneぬ． i左貿易構造

泌.(I]手fft出償索 中沢忠義 lパクャツャラン／ c/o Embassy of Japan, 30 Djalan Iman Bondjol, Iインドネシアと日本の経
！大学 I Djakarta, Indonesia. ｜済協力

アジア経哲可申fヲ開尾上悦三｜香港大学 ! 15. Ching Wah Street, 4th Floor, No抽 Point,I中間経済発展の鰭問題
i I Hong Kong. ’ 

l…m 清水茂｜ ψ c…幻ung……1 / Hongκong. ｜外国人の生活形態
アジア綴済研究所中間三益｜カイロ大学 I Pension Select, 19, Abdly Pasha, Cairo, United ｜アラブ連合共和国におけ

J / Arab Republic. lる農地改革と経済発展

アクア鮒州f前ii.9r林 氏 lベイ Jレート・ア Ia. b. s. Mme Guisit!, No. 42 Rue llallil Pasha, l中東における経済発展
！メリカン大学 ¥ lmmabte Abdue M_ef,B11d'llrani恥：yrouth,Lebanon.¥ 

通P.llti'首位J刈対，Cl!田中誠一郎｜キーJレ火学経済 IAltheikcndorf Hindenhurgstr. IA, Kiel, Bundes iヨーロッパにおけるアひ
lr~十究所 / Republik Deutschland. ｜ア経済研究

大議行悩)iJ;ll'l従凍森田 一｜メ Jレボルン大学lc/o Mr. A. Hipwell, 111, Edgevale Kew, Victoria，！オーストラリア続減の近混とオ
I I Australia. iーストラリYのアジ7純自宅研究

アジア経済研究所法 （昭和35年 4月1日 法律第51サ〉

害事 l章総 則

(!'f仔J)

第 1条 アジア経済研究所は，アクアi也減令；の経済及び

これに関連する諸事情について基礎的かつ総合的な渦

査研究を行ない，並びにその成果を特及し， もってこ

れらの地域との貿易の拡大及び経済協力の促進に2寄与
することを目的とする。

（法人絡）

第2条 アジア経消研究所（以下「研究所Jという。〉

は，法人とする。

〈事務所）

第3条研究所の事務所は，東京都に総く。

（資本金）

第4条 研究所の資本金は， 1億円と研究所の波立に飾

レ政府以外の私・が出iをする制の合計官fiとする。

2 政府は，研究所－の役立に慨し古，il攻の 1億円をti＼質す
るものとする。

3 研究所は，必躍があるときは，通商産泉大匹の認可

を受けて》そのi当2ド金．を鳩加することができる。

4 政府は，前唄の規定により研究所がその資本金を琳

加するときは，予算の範囲内において，研・究所に出資
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することができる。

（持分の払民し待の銭，！~.）
第5条 研究所は， Ill~者に対し，その持分を払いt起す

ことができない。

2 Tilfサt：所は， JU資；醤の持分を1&1-!Jし，うえは賀線内目的

としてこれを受けることができない。

（持分の議彼等）

I.'{!; 6条 政府以外の出資者（縁~；36条第 2 lJ｛並びに第j'/条

~1 項及び第 2 羽の脱定を除~，以下単に「出資者j

という。）は，その持分を腺渡することができる。

2 ltt貧弱の択i'分の移転は，］収作者の氏名叉は名称及r1

その｛七所をIlli'f者・原Wtにi妃）f（しだ後でなければ，研究

所その他の書店 3可雪に対抗することができない。

（定款〉

第7条 研究所は，定放さともって次の事項を規定しなけ

ればならない。

l. I司 ((-J 

2. 名体

3. 高務所の所在地

4. 資本金， U11空及び抗感：に闘する事項

5. 役員，参与及び会議にl刻する'?IPJi
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6. 業務及びその執行に関する事項

7. 会計・に闘する本~

8. 公告に関する事項

9. 定款の変更に関する羽毛羽

2 定款の変更は，通商務：集大臣の認可を受げなけれ

ば，その効力を！I【じない。

（主主配）

彦事・8条 探究所は，政令で’'.IEめるところにより，.~記し
なければならなL、

2 ·a•i磁の総定により盗犯しなければならない事項は，

E記の後でなければ，これをもって銑・3者に対抗する

ことができない。

（名跡の依Hlllltl限〉
第9条 研究所でない者は，アジア純術研究所というぞl

粉、を川いてはならない。

（民訟のf',/fIii) 

割高10条 民法（明治29作法神第891ナ）第44条〈法人の不

訟行為能力〉及び第50条（法人のNi11!f）の鋭定は，研

究所に櫛Illする。

第2市役員侍

（役員）

第11：条研究所に，役員として，会；~l 人， J好 :Pt 1人，

型M4手2 人以内及び塩i.~2 人以内を斑〈。

（役員のl般務及び紘！鉱）

第12条 会長は，研究所を代表し，その総務を総Jillする。

2 ifr・民は，研究所を代裂し，定款で定めるところによ

り，会長を補佐して研究所・の狼務を税理llL.，会・W:に本

放があるときはその政務を代理し，会長が欠員のとき

はその職務を行なう。

3 且I＊は，定款で定めるところにより，公民及び所・以

を補佐して研究所のき医務を掌理し，会長及び所長に当干

HI.があるときはそのi鉄務をfl::型I＼し，会長及び所長が欠

員のときはその戦務を行なう。

4 'ii:i.!Jl'.U，研究所の梁務を監査する。

（役員の任命）

第l3条 会長，所長及び院議は， :illl尚必；線大艇が任命す

る。

2 ;ilj[".:jtは．公・以が任命する。

（役員の任期〉

第14糸 会~，所長及び.i'I\事の任期は， 4 年・とし，監事
の任期は， 2年とする。ただし，補欠の役員の任JUIは，

官11任右の残任期1UIとする。

2 役員は，再任されることができる。

（役員の欠絡条唄）

第15条 次の各号の iに該当する者・はa 役員となること

がでtない。

(1) 凶務大抵．凶会雌員， J也}j公共凶体の総会の議員

又は地方公共団体の；民

(2) 政府文は地方公共団体の！隊員（教育公務員で政令

で定める者及び手f常勤の者を除〈。〉

（役員の解任）

第16条 jjli商産操大臣は，会長，所長文は監泌が郁j条各

場のlbこ該当するに重ったときは，これを解任しなけ

ればならない。

2 会長は，班,!J\-7)＼前条令考・の 1 に該；するに~：ったと

きは，これを解任しなければならない。

3 泊硝必t祭大陸は，会長，所長悲しくは位者鮮が心身の

店支障のため激務の執行に栴iえないと認めるとき，文は

会長，所長若しくは覧惑に験務J：の義務違反その他会

長，所長若しくは般事たるに適しない非行があると認

めるときは，これを解任することができる。

4 会長は， .JI！！事が心身の段障のため職絡の執行に桃え

ないと臨めるとき，文は到！事に職務卜の義務違反その

他蚊事たるに通．しない非行があると認めるときは，こ

れを解任することができる。

（役員の旅l除禁止）

第17条 役員は，常利を B的とする団体の役儀となり，

文は自ら営利本数に従事してはならない。ただし，通

商脱線大~：の汲総を受けたときは， この際りでない。

(ft袋椴の制限）

書店18条 研究所と余公又は所長との利協が制度する事項

については，公民及びゆr・i去は，代史祢を有しない。こ

の場合には，慌・事が研究所を代表する。

（参与会）

第19条研究所に，参与会を置く。

2 参与会は，会長のお問に応じ， l~f究所の ~.mの連’話
に附する句r~波－..，品項を審議する。

3 場会与・会は， llll羽・の41'.琴iに闘し， 公1.i:に意見を述べる

ニとができる白

4 傘与余は，彰与・15人以内で組織する。

5 参l:j.は， (Jf究所の栗務の適正な運誌に必泌な学講経

験を有する者のうちから，通商産集大慌の総苛fを受け

て，会i誌が任命する。

6 傘与の任1UIは， 2年とする。

7 参与は，再任されることができる。

〈機員の任命〉

第20条 研究所・の職員は，会艇が任命ずる。

（役員及び戦伎の地位〉

第21条研究所の役伐及び験段は，刑必（明治40年法律

第45号）その他の罰則の適川については，法令により

公務に従事する戦民とみなす。

~3常業務

（楽務）

第22条 研究所は， ~;J 条の n 的を連；反するため，次の
集務を行なう。

(1）アジア地域の経済政びこれに開巡する簡単情に閑

する資料を収集すること。

(2）アジ7it生成の経済及びこれに閑辿ずる儲事情に関

し，文献そのi也の資料により調；俊研究を行ない，：父

は現地制査を行なうこと。

(:i）前 2 号に街げる業務に係る~娘を定1UUitJに，若し
くは時宜に応じて，文は依頼に応じて，提供するこ

と。

(4）前各考に掲げるもののほか， ・f#;・1条のH的を迷成

するため必要な義務。

2 研究所は， lliJ項第4写・に掲げる梁務を行なおうとす

るときは，通商産業大！宣の認可を叉・けなければならな
し、。
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3 研究所は，背広 llJlの梁務を妨げない範関内におい

て，アジア地峡以外の地域の経済及びこれに関連する

緒跡的について澗査研究を符ない，並びにその成果を

将司止することができる。

第4掌財務及び余計・

（事業年度〉

第23条 研究所の事業年肢は，毎年4月1日に始まり，

翌年・3月31日に終わる。

＜＊集計嗣， 資金制・酎~び I限女子若手）
~・24条．研究所は，修事業年l主：JM 舶両iJに，その事業年度

の本草・計耐，資金計画及び収支予算を作成L，通商a.
集大臣のi認可を受けなければならない。これを変更し

ようとするときも，同僚とする。

（決算〉

第25条 研究所は， ,uf.説書長年度の決算を翌年1変の 6月30

日までに完結しなければならない。

（貸借対照表，損益計算書及び決算報告滋）

主席26条 研究所は，毎事事長年！弘貸借対！際決，損益詰I・n:
ill：＆ぴ決算報告at. を作成し，~担鮮の意見を附して，決
算完結後2月以内に通商必：準大巨｛に提出し，その承認

を受けなければならない。

（汚類の送付）

草花'Zl条 研究所は，第24条又は前条に鋭定する砲可又は

承総を受けたときは， 7当該認可文は承認に係る事業制－

a!ii，資金計画及び収支千羽；に慨する書類文は貸借対照

泌，損益RI・筑格及び決算報告也を出資者に送付しなけ

ればならない。

（手1)1,在及び損失の処刻）

第28条 研究所1・:t，毎事拠年l氏経常上手IJ誌を生じたと

きは，＇Jjij事業王子Htから繰り越したm失をうめ，なお残

余があるときは，その残余のr≪iは，積立金として幣JIii
しなければならない。

2 研究所は，f事事議年舵，統笠fH員失を＇＇＇・じたときは，

古！J項の規定による釈でよ金を滅沼iして灘烈し，なお不足

があるときは，その不定都は，総・越欠損金として猿限

しなければならない。

（借入金〉

第29条 研究所は，通商ー産省巨大臣の胞可を受けて，創期

｛首入金をすることができる。

2 前項の規定による短期l借入金は，ぎi核当事業年度・内に

償遣しなければならない。ただし，資金の不足のため

償適することができないときは，その償還することが

できない金制に限り， ill1街並事長大臣のP.2可を受けて，

これを借り換えることができる。

3 ・wi項ただし掃の鋭定により借り換えた短期伯L入金

はィ 1年以内に償泣しなければならない。

〈余給金の述則〉

第30条 研究所は，梁務上の余給金については，銀行へ

の預金若しくは郵便貯金文は信託会社若しくは信託業

務を行なう銀行への金銭信託にするほか，これを他に

適用してはならない。

〈財産の処分等の制限〉

第31条 研究所は， i位向臨終省令で定める境裂な財産を

議i度し，又は担保に供しようとするときは，通商必：梁

134 

’・ーー－－－一一一中ー＝＝＝＝＝

大臣の認可を受けなければならない。

（役員の給与及び7邑J除手当の支給の基準〉

第32条 研究所は，その役員に対する給与及び退取手当

の支給の主主準を定めようとするときは，通街産業大臣

の承認を受けなければならない。これを変更しようと

するときも，問機とする。

（通－尚夜祭省令への委任〉

務3.，条 この法律及びこれに茶づく命令に規定するもの

のほか，研究所の財務及び余計に附し必要な務演は，

通商H監察省令で定める。

第5:i雲監醤

（監智〉

~34条 研究所は， ll)j商産業大艇が蚊脅する。

2 通r.l'i旗2院大阪は，この法律を施行するため必要があ

ると認めるときは，研究所に対して，その業務に闘し

監督 i：必瞥な命令をすることができる。

（報告.＆び検貨）

~35条 湖弱。夜祭i大t,:.(;J，この法律を範Hするため必要

があると認めるときは，研究所に対して，その業務に

関し維告をさせ，又はその職員に，研究所の事務所に

立ち入り，帳簿，沼署員その他の必要な物件を検J貸させ

ることができる。

2 前項の規定により 'tl入検交をする聡民は，その身分

を示す詰I:明設？を携借し，関係・人に提示しなければなら

ない。

3 第 1項の規定による立入検査の縦限は，犯邦捜衰の

ために胞められたものと解してはならない。

第6:t掌維則

（出資者原締〉

~36条 研究所は， tu賢窓際締を備えて置かなければな

らない。

~ 山i費者以仰には，各出資者について次の事項を記議

しなければならない。

(1)氏名文は名称＇＆び住所

(2）出資の引受け及び払込みの：年月日

(3）出資話1

3 rn T望者は，出資者原鰐の閲覧を求めることができる。

〈解散）

第37条研究所は，解散した場合において，その依務を

弁済してなお残余財P院があるときは，これを各品資者

に対し，そのl制資額に応じて分配しなければならない。

2 前項の規定により各出資者に分配することができる

制は，その出資制を限度とする。

3 前 2項に規定するもののほか，研究所の解散につい

ては，別に法祢で定める。

（大蔵大臣との協議）

~・38条 通商産課大隠は，次の場合には，あらかじめ大

政大臣に協議しなければならない。

(1）第24条，第29条第 1項若しくは第2頃文は第31条

の認可をしようとするとき。

(2）第26条文は第32条の承認をしようとするとき。

(3）第31条文は第33条の通商議事長省令を定めようとす

るとき。

第7~ :lil JllJ 
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（罰則〉

第39条 第35条鯵1項の規定による報告をせず，若しく

は虚偽の報告をし，又は慣j項の悦定による検査を担み，

妨げ，若しくは忌避した場合には，その違反行為をし

た研究所・の役員又は職員は， 3万円以下の網金に処す

る。

第40条 次の各号の 1に怯当ずる場合には，その違反行

為をした研究所の役員文は職員は， 3万円以下の過料

に処する。

(1）この訟維により通夜産業大臣の胞可又は承胞を受

けなければならない湯合において，その認可文は承

認を受けなかったとき。

(2）第8条第 1項の政令に違反して務記することを怠

ったとき。

(3）第22条第 l項及び第3項に規定する梁務以外の渠

務を行なったとき。

(4）第30条の規定に違反して業務J；：の余絡金を遅刻 L 

たとき。

(5）第34条第 z~慢の命令に違反したときo·

第41条 第9条の規定に違反した者は， l万円以下の過

料に処する。

附員IJ

（施行期日〉

It 1条 この法律は，公布の日から施行する。

（研究所の被立）

第2条 通商陸繋大置は，研究所の会長，所長文は聴事

となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された会長，所長文は雄事と

なるべき者は，研究所のJ/'i..:v..ーの｜待において， この法律

の規定により，それぞれ会長，所長文は獄事に任命さ

れたものとする。

第3条 通商産業大臣は， i役立委員を命じて，研究所の

設立に慨する事務を処刊させる。

2 役立番員は，定款を作成して，通商産業大臣の飽冒I
を受けなければならない。

第 4 条股立~貝は， iYIJ条第 2 項の認可を受けたとき
．は，政府以外の者に対し研究所に対する出資を募集し

なければならない。

2 設立委員は，官tJ嘆の募集が終わったときは，通商定

業大臣に対し般立の82可を申崩しなければならない。

第5条 普段立委員は，前条第 2項の認可を受けたとき

は，政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対

し，出資金の払込みを求めなければならない。

2 設立書員は，出資金の払込みがあった日において，

その事務を附則第2条第 1項の鋭定により指名された

全長となるべき者に引き継がなければならない。

第6条 約則第2条第 1項の規定により指名された会長

となるべき者は，前条第2項の事務の引継さ「を受けた

ときは，遅滞なく，政令で定めるところにより，綾立

の登記をしなければならない。

第7条 研究所は，段立の畳記をすることによって成立

する。

（財団法人アジア経済研究所からの引継ぎ〉

第8条 昭和33年12月四日に設立された財団法人アジア

経済研究所（以下この条において「財団法人アジア経

済研究所」という。）は，寄附行為で定めるところによ

り，限立委員に対して，研究所においてその一明の権

制及び義務を承継すべき旨をゆし出ることができる。

2 設立費負は，前項の脱定による申出があったときは，

遅滞な〈，通商1本：業大医の~可を申慨しなければなら
ない。

3 前項の寵可があったときは，財団法人アジア経済研

究所の一切の核利及び義務は，研究所の成立の時にお

いて研究所にゑ継されるものとし，財同法人アジア経

済研究所は，その時において解散するものとする。こ

の場合においては，他の法令小法人の解散及び情算に

関する規定は，演mしない。

4 前項の規定により財団法人アジア経済研究所が解散

した場合における解散の宣言己については，政令で定め

る。

〈経過鋭定｝

第9条 この法律の施行の際現にアジア続消研究所とい

う名称を使HIしている者は，この法体の施行後6月以

内にその名称を変更しなければならない。

2 2宮9条の規定は，前項に規定する期間内は，問項に

規定する者には，適用しない。

第四条 研究所の最初の事業年度は，第23条の規定にか

かわらず，その成立の自に始まり，昭和36年3月31日

に終わるものとするo

第11条 研究所の肱初の高業年度の事累計画，賞金計画

及び収支予算については，第24条中「傷事業年度開始

前に」とあるのは，f研究所の成立後遅滞なくJとする。

（登録税法の一部改正〉

第12条 登録税法（明治29年法律第'n号）のー絡を次の

ように改正する。

第四条第7号・中「疎化学研究所」の下に「，アジア経

済研究所」を， nm化学研究所法」の下にじアジア

経済研究所法」を加える。

（所得税法の一線改正）

第13条 所得税法（昭和22年法律第'2:l号）のー郊を次の

ように改正する。

第3条第 l項第10号中「日本観光協会．｜の下に「，ア

ジア経済研究所」を加える。

（法人税法の一部改正〉

第14条 法人税法（昭和22年法律第28号）のー商事を次の

ように改正する。

第5条第 l明第6号・ヰ・「及び日本観光協会Jを「， 日

本線光協会及びアジア経済研究所」に改める。

（地方税法のー郎改正〉

第15条 地方税法（昭和25年依拠t第226勾－）の一部を次

のように改正する。

第72条の5第1項第6号中「及び日本観光協会」を

「，日本観光協会及びアジア経済研究所」に改める。

〈通商産業省設軍法の一部改正〉

第16条 通商産業省般置法（昭和27年法律第275号〉の

一86を次のように改正する。

第8条第1項第10号の次に次の 1号・を加える。

10の2 アジア経済研究所に閉すること。
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